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令
和
四
年
四
月
一
日
現
在
、
全
国
七
百
六
十
五
病
院
が
災
害
拠
点
病
院
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

 

令
和
三
年
会
計
検
査
院
年
報
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
の
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
三
病
院
、
国
立
病
院
機
構
の
二
病
院
、
地

域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
一
病
院
は
、
自
家
発
電
等
の
浸
水
対
策
の
計
画
を
た
て
、
本
部
に
お
い
て
対
策
実
施
状
況
を
確
認
す

る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
た
と
あ
る
。 

 

ま
た
令
和
三
年
七
月
公
表
の
読
売
新
聞
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
床
上
以
上
が
水
に
つ
か
る
と
予
想
さ
れ
る
浸
水
深

〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
災
害
拠
点
病
院
二
百
五
十
二
病
院
を
対
象
に
実
施
。
百
七
十
二
病
院
か
ら
回
答
）
に
よ
れ
ば
、
最
大

規
模
の
浸
水
時
に
医
療
を
継
続
で
き
る
か
の
質
問
に
対
し
、
自
家
発
電
機
の
水
没
な
ど
で
五
割
超
が
外
来
診
療
に
も
入
院
患
者

に
も
対
応
で
き
な
い
と
し
、
水
害
対
応
の
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い
な
い
病
院
が
三
割
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

災
害
拠
点
病
院
の
役
割
の
重
要
性
を
鑑
み
れ
ば
、
早
急
な
浸
水
対
策
を
講
ず
べ
き
と
考
え
、
次
の
事
項
を
質
問
す
る
。 

一 

令
和
二
年
に
会
計
検
査
院
よ
り
改
善
の
処
置
を
要
求
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
三
団
体
傘
下
の
六
病
院
に
つ
い
て
、
浸
水
対

策
状
況
を
答
え
ら
れ
た
い
。 

二 

独
立
行
政
法
人
三
団
体
以
外
が
開
設
主
体
の
災
害
拠
点
病
院
の
浸
水
対
策
状
況
に
つ
い
て
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
答
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え
ら
れ
た
い
。 

三 
災
害
拠
点
病
院
に
は
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
策
定
が
令
和
元
年
四
月
一
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
て
い
る
が
、
令
和
三

年
七
月
時
点
で
水
害
対
応
の
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
未
作
成
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
か
。
あ
り
得
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

及
び
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


